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今月の新着図書 Newly-imported books

ひとりに優しい宿でゆっくり
過ごすひとときは、心も体も
解きほぐしてくれる。新しい
温泉の楽しみ方として「ひと
り温泉」を提案し、温泉宿
330 をたっぷりの写真で紹
介する一冊。

もっと！楽しいひとり温もっと！楽しいひとり温
泉。（CREA Due）泉。（CREA Due）

ひとり温泉ガイド完全ひとり温泉ガイド完全
保存版2023保存版2023

ジッパーつきビニール袋ジッパーつきビニール袋
でこんなにできる！ハッでこんなにできる！ハッ
ピークッキングピークッキング

寺西恵里子/著寺西恵里子/著

図書館情報

ゆ～とぴあ  NEWS

◉『読書の記録』をつけてみませんか
　現在借りている本を、図書館にある「読書通帳機」で「読書通帳」に記録す
ることができます。
　いつ、どんな本を読んだのか、自分だけの読書の記録を残してみませんか？
　「図書利用カード」があれば、だれでも利用できます。
　「読書通帳」は無料で発行ができますので、作成する際は図書館職員にお声
がけください。

開墾地（グレゴリー ･ ケズナジャット）・月の立つ
林で（青山美智子）・地図と拳（小川哲）・嫌いな親
との離れ方（川島崇照）・「よくむせる」「せき込む」
人のお助け BOOK（大谷義夫）・日本に住んでる
世界のひと（金井真紀）・自分を大切にする練習（り
んたろー。）・ヘアケアの魔法（りょう）・新！掃除
の解剖図鑑（日本ハウスクリーニング協会）・3 色
だけでセンスのいい色 2（ingectar ‐ e）　ほか

ねずみがぱくっ！（西村敏雄）・ゆびさきちゃんの
だいぼうけん（いわいとしお）・バルバルさん きょ
うはこどもデー（乾栄里子）・あんしんえほん（高
濱正伸）・エビフライをおいかけろ（角野栄子）・スー
プとあめだま（ブレイディみかこ）・かえりみちとっ
とこ（ひろまつゆきこ）・だいじだいじどーこだ？（え
んみさきこ）・だれのほね？ 1 切り絵の絵本（たけ
うちちひろ）・宇宙兄弟 42（小山宙哉）　ほか

ジッパーつきビニール袋を
使った、楽しいクッキング
の本です。バナナスコーン、
チキンハムなどの作り方を
写真でていねいに説明する、
はじめてでもかんたんに挑
戦できるレシピ本です。

雄武町図書館（雄武町末広町二区）
☎0158－84－2404
10時～19時（火～金曜日）
10時～18時（土・日、祝日）
休館日　月曜日、年末年始、
　　　　蔵書点検期間

h t t p s : / / www .
t o w n . o u m u .
h o k k a i d o . j p /
kanko _bunka _
sports/toshokan/
index.html

図書館ホームページ

一般図書（      ）（      ） 児童図書（      ）（      ）

◉子ども読書の日・こどもの読書週間「チリとチリリ
　ちかのおはなし」絵本原画展を開催します
　家の地下で大きな音がして何かが逃げていきました。チリとチリリのふたり
は追いかけましたが…。
　やわらかなタッチが可愛い絵本「チリとチリリ」シリーズの原画展です。
展示期間　５月４日㈭～ 23 日㈫
展示作品　「チリとチリリ　ちかのおはなし」（どいかや / 作、アリス館 / 出版）

国民年金への加入

暮らしの

年金情報

問住民生活課戸籍住民係　
問北見年金事務所国民年金課
　☎ 0157‐ 25‐ 8703（自動音声案内 2→ 2）

　日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の人（外国人の人を含みます）は、国民年金に加入
し、保険料を納めることが法律で義務づけられています。
　公的年金で納めた保険料は、全額、社会保険控除の対象になります。
　国民年金は次の3種類に区分され、加入の手続きと保険料の納付方法が異なります。

～第１号被保険者～

　自営業や学生などの 20 歳以上 60 歳未満で、第 2・3 号被保険者に該当しない人。
加入・変更手続　住所地の市区町村
保険料の納め方　日本年金機構から送付される納付書で納付してください。また、手続きをするこ

とで口座振替による納付もできます。納付が困難な場合は、保険料免除制度と学
生納付特例制度があります。

～第３号被保険者～

　第２号被保険者に扶養されている日本に住む 20 歳以上 60 歳未満の配偶者。
　なお、一時的な海外渡航者などについては、特例的に第 3 号被保険者になる場合があります。
加入・変更手続　配偶者の勤務先を経由して年金事務所に届け出を行います。
保険料の納め方　第 2 号被保険者で負担するため、保険料の負担はありません。

　会社を退職したときは、第 2 号被保険者から第 1 号被保険者に変更する手続きが必要です
ので、住所地の市区町村で手続きをしてください。
　また、扶養している第３号被保険者がいる場合もあわせて手続きが必要です。

～第２号被保険者～

　会社や工場などに勤務する人で、厚生年金保険などに加入している人。
加入・変更手続　勤務先が年金事務所に届け出を行います。
保険料の納め方　給与から源泉控除され、勤務先が納付します。


